
契約事務取扱細則第２６条の２に基づく競争入札に係る情報の公表（物品役務等）

公益法人
の区分

国所管、都道
府県所管の
区分

応札・応
募者数

有限会社榎崎石油店

広島県広島市中区三川町10番
14号

株式会社セイエル

広島県東広島市三永3-1-6

株式会社エバルス

広島県東広島市西条町田口
3418-2

株式会社サンキ

広島県東広島市西条町下見5丁
目2番8号

ティーエスアルフレッサ株式会社

広島県東広島市三永3丁目17番
17号

株式会社栗本五十市商店

広島県大竹市晴海2丁目10-45

（注）必要があるときは、各欄の配置を著しく変更することなく所要の調整を加えることができる。

（注２）公益法人の区分において、「公財」は「公益財団法人」、「公社」は「公益社団法人」、「特財」は「特例財団法人」、「特社」は「特例社団法人」をいう。

一般競争入札 ¥761,161
独立行政法人国立病院機構
東広島医療センター院長
勇木　清

H30.6.29

¥3,939,978

経腸栄養剤・栄養補助食品単
価契約

一般競争入札

経腸栄養剤・栄養補助食品単
価契約

独立行政法人国立病院機構
東広島医療センター院長
勇木　清

H30.6.29 一般競争入札 ¥858,834

¥924,436

経腸栄養剤・栄養補助食品単
価契約

独立行政法人国立病院機構
東広島医療センター院長
勇木　清

H30.6.29 一般競争入札 ¥1,313,999

¥5,470,524

契約金額（円）
落札率
（％）

公益法人の場合

備　考物品等又は役務の名称及び数量 経理責任者の氏名、名称及び所在地 契約を締結した日
契約の相手方の氏名及び
住所

一般競争入札・指名競争
入札及び公募型企画競争
の別

予定価格（円）

A重油　第二四半期74kl
独立行政法人国立病院機構
東広島医療センター院長
勇木　清

H30.6.29 一般競争入札(政府調達)

経腸栄養剤・栄養補助食品単
価契約

独立行政法人国立病院機構
東広島医療センター院長
勇木　清

H30.6.29 一般競争入札

経腸栄養剤・栄養補助食品単
価契約

独立行政法人国立病院機構
東広島医療センター院長
勇木　清

H30.6.29



（別紙４）

契約事務取扱細則第２６条の２に基づく随意契約に係る情報の公表（物品役務等）

公益法人
の区分

国所管、都道
府県所管の
区分

応札・応
募者数

ティーエスアルフレッサ株式
会社

広島県東広島市三永３丁目
１７番１７号

株式会社オンダメディカル→
H30.10.1アステムと合併

広島県広島市西区井口５丁
目１０番２８号

キャノンメディカルシステムズ
株式会社広島サービスセンタ

広島県広島市安佐南区長束
１丁目２９番１９号

株式会社ジェイ・シー・ティ

広島県広島市安佐南区祇園
一丁目２８ー７

株式会社ウイン・インターナ
ショナル

東京都台東区東４丁目２４番
８号

株式会社ウイン・インターナ
ショナル

東京都台東区東４丁目２４番
８号

（注２）必要があるときは、各欄の配置を著しく変更することなく所要の調整を加えることができる。

（注３）公益法人の区分において、「公財」は「公益財団法人」、「公社」は「公益社団法人」、「特財」は「特例財団法人」、「特社」は「特例社団法人」をいう。

パッケージソフトウェア等、製造者に
よる固有の仕組み（著作権）が備わっ
ているシステムであり、他の業者に保
守・修理を行わせると安定的な稼働
が担保されないため会計規程第５２
条第４項に該当するため。

¥2,754,000

¥2,781,000

¥1,266,840

独立行政法人国立病院機構
東広島医療センター院長
勇木　清

独立行政法人国立病院機構
東広島医療センター院長
勇木　清

H30.5.31

H30.5.31

造影剤自動注入装置保守点検
独立行政法人国立病院機構
東広島医療センター院長
勇木　清

JWS社製逆浸透水処理装置定
期メンテナンス

独立行政法人国立病院機構
東広島医療センター院長
勇木　清

H30.7.4

組み込みソフトウェア等製造者の独
自性が認められる医療機器であり、
他の業者に保守・修理を行わせると
作動品質面で医療安全上のリスクが
見込まれるため会計規程第５２条第４
項に該当するため。

¥2,246,400

H30.6.29

（注１）「再就職の役員の数（人）」欄については、厚生労働省の所管公益法人（民法第３４条の規定に基づき設立された法人）
　　　に機構の常勤役職員であったものが役員として、契約を締結した日に在職していれば、その人数を記載すること。

物品等又は役務の名称及び数量 経理責任者の氏名、名称及び所在地 契約を締結した日
契約の相手方の氏名
及び住所

随意契約によることとした
理由及び会計規程等の根
拠条文

組み込みソフトウェア等製造者の独
自性が認められる医療機器であり、
他の業者に保守・修理を行わせると
作動品質面で医療安全上のリスクが
見込まれるため会計規程第５２条第４
項に該当するため。

ＭＥ機器管理ソフトＨＯＳＭＡ保
守契約

循環器部門情報統合システム
cadioAgent保守

パッケージソフトウェア等、製造者に
よる固有の仕組み（著作権）が備わっ
ているシステムであり、他の業者に保
守・修理を行わせると安定的な稼働
が担保されないため会計規程第５２
条第４項に該当するため。

備　考予定価格（円） 契約金額（円）
落札率
（％）

再就職の
役員の数
（人）

公益法人の場合

エンサイトシステム保守契約
独立行政法人国立病院機構
東広島医療センター院長
勇木　清

H30.6.29

組み込みソフトウェア等製造者の独
自性が認められる医療機器であり、
他の業者に保守・修理を行わせると
作動品質面で医療安全上のリスクが
見込まれるため会計規程第５２条第４
項に該当するため。

¥6,415,200

¥14,061,600ﾊﾞｲｵｾﾝｽＣＡＲＴ０３他保守契約
独立行政法人国立病院機構
東広島医療センター院長
勇木　清

H30.6.29

組み込みソフトウェア等製造者の独
自性が認められる医療機器であり、
他の業者に保守・修理を行わせると
作動品質面で医療安全上のリスクが
見込まれるため会計規程第５２条第４
項に該当するため。



（別紙４）

契約事務取扱細則第２６条の２に基づく随意契約に係る情報の公表（物品役務等）

公益法人
の区分

国所管、都道
府県所管の
区分

応札・応
募者数

株式会社ウイン・インターナ
ショナル

東京都台東区東４丁目２４番
８号

（注２）必要があるときは、各欄の配置を著しく変更することなく所要の調整を加えることができる。

（注３）公益法人の区分において、「公財」は「公益財団法人」、「公社」は「公益社団法人」、「特財」は「特例財団法人」、「特社」は「特例社団法人」をいう。

（注１）「再就職の役員の数（人）」欄については、厚生労働省の所管公益法人（民法第３４条の規定に基づき設立された法人）
　　　に機構の常勤役職員であったものが役員として、契約を締結した日に在職していれば、その人数を記載すること。

¥1,080,000

契約金額（円）
落札率
（％）

再就職の
役員の数
（人）

公益法人の場合

備　考

イーピーワークメイトシステム
保守契約

独立行政法人国立病院機構
東広島医療センター院長
勇木　清

H30.6.29

組み込みソフトウェア等製造者の独
自性が認められる医療機器であり、
他の業者に保守・修理を行わせると
作動品質面で医療安全上のリスクが
見込まれるため会計規程第５２条第４
項に該当するため。

予定価格（円）物品等又は役務の名称及び数量 経理責任者の氏名、名称及び所在地 契約を締結した日
契約の相手方の氏名
及び住所

随意契約によることとした
理由及び会計規程等の根
拠条文


